
離婚届の書き方と注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砺波市役所市民課 市民係 

〒939-1398　砺波市栄町 7 番 3 号 

TEL　0763-33-1538

○字体を崩さず、丁寧に記入してください 
○黒インク又は黒ボールペンで書いてください 

消せるボールペンでは書かないでください

持参するもの 

○離婚届書　1 通 

○届出書を持参する方の本人確認書類 

（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等） 

○裁判離婚（協議離婚以外）の場合、以下の添付書類が 

必要です。 

（１）調停離婚のとき　調停調書の謄本 

（２）審判離婚のとき　審判書の謄本と確定証明書 

（３）和解離婚のとき　和解調書の謄本 

（４）認諾離婚のとき　認諾調書の謄本 

（５）判決離婚のとき　判決書の謄本と確定証明書 

 

届出人 

○協議離婚の場合は夫婦双方です。 

○裁判離婚（協議離婚以外）の場合は調停もしくは裁判の

申立人又は訴提起者です。

戸籍の記載どおりの字体で書いてください。

現在の住民登録をしている住所を書いてくだ

さい。 

住所の変更をするときは住所異動の手続が必

要です。

婚姻中の本籍を書いてください。

夫と妻のそれぞれの「実父母」の氏名を書いて

ください。 

養父母がいる場合は、養父母の氏名を書いてく

ださい。

離婚後も婚姻中の氏を続けて称する場合は、何

も記入しないでください。 

※離婚届の他に、「離婚の際に称していた氏を

称する届」が必要です。

【未成年の子がいる場合】 

○子の親権について父母のどちらかまたは父母双方を選択し、該当する欄に子どもの氏名（フルネーム）を

記入してください。 

※親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てをしている場合、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調

停の申し立てがされている子」の欄に子どもの氏名（フルネーム）を記入してください。 

親権を指定する審判の確定又は調停の成立後に、親権者指定届をする必要があります。審判による場合は審判書謄本及

び審判確定証明書、調停による場合は調停調書の謄本を添付し届出を行ってください。 

 

○親権者の定めについて真意に基づいて合意した旨にチェックをいれてください。 

※親権者を定めても子の戸籍に変動はありません。子を離婚後の親権者の戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所の許可を

得て「入籍届」の届出が必要です。

日中連絡のとれる電話番号を記載してください

同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年

月又は同居を始めた年月のうち早い方を書い

てください。

婚姻中の世帯の仕事を選んで該当する箇所に

✔してください。

国勢調査の年のみ書いてください。

婚姻中の氏名でそれぞれ本人が自署してくだ

さい。 

裁判離婚の場合は必ず申立人又は訴提起者が

自署してください。

協議離婚の場合、成年者 2 名の証人が必要で

す。 

証人本人が自署してください。


